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議案第１３号 資料 

 

上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員をもって充てる職の設置に

関する規則の一部を改正する規則新旧対照表  

上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員をもって充てる職の設置に

関する規則（平成 29年上尾市教育委員会規則第 10号）  

改  正  案  現   行  

○上尾市教育委員会が任用する一
般職非常勤職員をもって充てる
職の設置に関する規則  

○上尾市教育委員会が任用する一
般職非常勤職員をもって充てる
職の設置に関する規則  

  
（趣旨）  

第１条  この規則は、上尾市教育委員
会が任用する一般職非常勤職員の任
用に関する規則（平成 29年上尾市教
育委員会規則第８号）第２条第１項
の規定により上尾市教育委員会が任
用する同規則第１条に規定する一般
職非常勤職員（以下単に「一般職非
常勤職員」という。）をもって充て
る職の設置に関し必要な事項を定め
るものとする。  
（一般職非常勤職員をもって充てる
職）  

（趣旨）  
第１条  この規則は、上尾市教育委員

会が任用する一般職非常勤職員の任
用に関する規則（平成 29年上尾市教
育委員会規則第８号）の規定により
上尾市教育委員会が任用する同規則
第１条に規定する一般職非常勤職員
（以下単に「一般職非常勤職員」と
いう。）をもって充てる職の設置に
関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す
る。  
（一般職非常勤職員をもって充てる
職）  

第２条  上尾市教育委員会の事務局及
び教育機関に、別表第１の右欄に規
定する職務に当たらせるため、それ
ぞれ同表の左欄に掲げる職を置く。  

第２条  上尾市教育委員会の事務局及
び教育機関に、別表第１の右欄に規
定する職務に当たらせるため、それ
ぞれ同表の左欄に掲げる職を置く。  

２  略  ２  略  
  

別表第１（第２条関係）  別表第１（第２条関係）  
 事務局の

組織又は
教育機関  

職  職務  
  

職  職務  
 

 １  教 育 総
務 部 生
涯 学 習
課  

社 会 教 育
指導員  

( 1 )  上 尾 市 立
公 民 館 及 び
上 尾 市 立 人
権 教 育 集 会
所 の 事 業 の
実 施 に 関 す
ること。  

( 2 )  社 会 教 育
団 体 の 支 援
に 関 す る こ
と。  

  １  社 会 教 育
指導員  

( 1 )  上 尾 市 立 公 民 館
及 び 上 尾 市 立 人 権
教 育 集 会 所 の 事 業
の 実 施 に 関 す る こ
と。  

( 2 )  社 会 教 育 団 体 の
支援に関すること。 

 

 ２  同上  文 化 財 調
査専門員  

( 1 )  文 化 財 の
調 査 に 関 す
ること。  

( 2 )  文 化 財 の
保 存 、 保 護
及 び 活 用 に
関 す る こ
と。  

  ２  文 化 財 調
査専門員  

( 1 )  文 化 財 の 調 査 に
関すること。  

( 2 ) 文化財の保存、保
護 及 び 活 用 に 関 す
ること。  
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 ３  図書館  子 ど も の
読 書 活 動
支 援 セ ン
タ ー 協 力
員  

( 1 )  学 校 図 書
館 へ の 支 援
に 関 す る こ
と。  

( 2 )  子 ど も の
読 書 活 動 の
推 進 に 関 す
る 法 律 （ 平
成 13 年 法 律
第 15 4号）第
７ 条 に 規 定
す る 関 係 機
関 及 び 民 間
団 体 と の 連
携 の 強 化 に
関 す る こ
と。  

( 3 )  家 庭 及 び
地 域 に お け
る 子 ど も の
読 書 活 動 の
推 進 に 関 す
ること。  

  ３  子 ど も の
読 書 活 動
支 援 セ ン
タ ー 協 力
員  

( 1 )  学 校 図 書 館 へ の
支援に関すること。 

( 2 )  子 ど も の 読 書 活
動 の 推 進 に 関 す る
法律（平成 13年法律
第 154号）第７条に
規 定 す る 関 係 機 関
及 び 民 間 団 体 と の
連 携 の 強 化 に 関 す
ること。  

( 3 )  家 庭 及 び 地 域 に
お け る 子 ど も の 読
書 活 動 の 推 進 に 関
すること。  

 

 ４  教 育 セ
ンター  

教 育 相 談
員  

( 1 )  幼 児 、 児
童 及 び 生 徒
並 び に 保 護
者 の 教 育 問
題 等 に 関 す
る 教 育 相 談
に 関 す る こ
と。  

( 2 )  上 尾 市 立
の 幼 稚 園 及
び 小 ・ 中 学
校 に お け る
教 育 相 談 の
支 援 に 関 す
ること。  

( 3 )  教 育 相 談
の 調 査 研 究
に 関 す る こ
と。  

  ４  教 育 相 談
員  

( 1 ) 幼児、児童及び生
徒 並 び に 保 護 者 の
教 育 問 題 等 に 関 す
る 教 育 相 談 に 関 す
ること。  

( 2 )  上 尾 市 立 の 幼 稚
園及び小・中学校に
お け る 教 育 相 談 の
支援に関すること。 

( 3 )  教 育 相 談 の 調 査
研究に関すること。 

 

 ５  同上  学 校 適 応
指 導 教 室
指導員  

( 1 )  適 応 指 導
及 び 教 育 相
談 に 関 す る
こと。  

( 2 )  上 尾 市 立
小 ・ 中 学 校
に お け る 不
登 校 の 児 童
及 び 生 徒 の
適 応 指 導 の
支 援 に 関 す
ること。  

( 3 )  適 応 指 導
の 調 査 研 究
に 関 す る こ

  ５  学 校 適 応
指 導 教 室
指導員  

( 1 )  適 応 指 導 及 び 教
育 相 談 に 関 す る こ
と。  

( 2 ) 上尾市立小・中学
校 に お け る 不 登 校
の 児 童 及 び 生 徒 の
適 応 指 導 の 支 援 に
関すること。  

( 3 )  適 応 指 導 の 調 査
研究に関すること。 
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と。  
 ６  同上  教 育 心 理

専門員  
( 1 )  就 学 相 談

及 び 教 育 相
談 の 指 導 及
び 助 言 に 関
すること。  

( 2 )  知 能 及 び
発 達 に 関 す
る 検 査 の 実
施 に 関 す る
こと。  

( 3 )  教 育 セ ン
タ ー 職 員 の
研 修 に 関 す
ること。  

( 4 )  保 護 者 、
学 校 及 び 関
係 機 関 と の
連 携 に 関 す
ること。  

  ６  さ わ や か
相 談 室 相
談員  

( 1 )  児 童 及 び 生 徒 と
の 相 談 及 び 援 助 に
関すること。  

( 2 )  教 職 員 と の 連 携
に関すること。  

( 3 ) 学校、家庭及び地
域 社 会 と の 連 携 に
関すること。  

( 4 ) その他いじめ、不
登 校 等 へ の 対 応 に
関すること。  

 

 ７  上 尾 市
立 中 学
校  

さ わ や か
相 談 室 相
談員  

( 1 )  児 童 及 び
生 徒 と の 相
談 及 び 援 助
に 関 す る こ
と。  

( 2 )  教 職 員 と
の 連 携 に 関
すること。  

( 3 )  学 校 、 家
庭 及 び 地 域
社 会 と の 連
携 に 関 す る
こと。  

( 4 )  そ の 他 い
じ め 、 不 登
校 等 へ の 対
応 に 関 す る
こと。  

  ７  教 育 心 理
専門員  

( 1 )  就 学 相 談 及 び 教
育 相 談 の 指 導 及 び
助言に関すること。 

( 2 )  知 能 及 び 発 達 に
関 す る 検 査 の 実 施
に関すること。  

( 3 )  教 育 セ ン タ ー 職
員 の 研 修 に 関 す る
こと。  

( 4 ) 保護者、学校及び
関 係 機 関 と の 連 携
に関すること。  

 

別表第２（第３条関係）  別表第２（第３条関係）  
 職  人数    職  人数   
 １  社会教育指導員  18人    １  社会教育指導員  18人   

 ２  文化財調査専門員  ６人    ２  文化財調査専門員  ６人   
 ３  子どもの読書活動支

援センター協力員  
２人    ３  子どもの読書活動支

援センター協力員  
２人   

 ４  教育相談員  ５人    ４  教育相談員  ５人   
 ５  学校適応指導教室指

導員  
３人    ５  学校適応指導教室指

導員  
４人   

 ６  教育心理専門員  ３人    ６  さわやか相談室相談
員  

11人   

 ７  さわやか相談室相談
員  

11人    ７  教育心理専門員  ３人   
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議案第１４号 資料 

 

上尾市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則新旧対照表  

上尾市立幼稚園管理規則（昭和 62年上尾市教育委員会規則第７号）  

改  正  案  現   行  

上尾市立幼稚園管理規則  上尾市立幼稚園管理規則  

 

（教育課程）  

 

（教育課程）  

第８条  幼稚園は、幼稚園教育要領

（平成 29年文部科学省告示第 62号）

及び埼玉県幼稚園教育課程編成要

領により、教育課程を定めなければ

ならない。  

第８条  幼稚園は、幼稚園教育要領

（平成 20年文部科学省告示第 26号）

及び埼玉県幼稚園教育課程編成要

領により、教育課程を定めなければ

ならない。  

２  略  ２  略  

３  略  ３  略  

  

 

－４－ 



 

 

 

議案第１５号 資料 

 

上尾市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則新旧対照表  

上尾市立小・中学校管理規則（昭和 32年上尾市教育委員会規則第５号）  

改  正  案  現   行  

目次  

 第１章～第４章 略 

 第５章 組織編成（第14条―第19条の３） 

第６章～附則 略 

 

第１条～第２条 略  

 

（休業日等） 

第３条 学校における休業日は、次のとおり

とする。 

( 1 ) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日 

( 2 ) 日曜日及び土曜日 

( 3 ) 県民の日を定める条例（昭和４６年埼

玉県条例第５８号）に規定する日 

( 4 ) 開校記念日 

( 5 ) 春季休業日 ４月１日から同月７日ま

で 

( 6 ) 夏期休業日 ７月２１日から８月２４

日まで 

( 7 ) 冬期休業日 １２月２５日から翌年１

月７日まで 

( 8 ) 学年末休業日 ３月２７日から同月

３１日まで 

( 9 ) 体験的学習活動等休業日 ６月の第

２金曜日 

( 1 0 ) 前各号に定めるもののほか、校長が教

目次  

 第１章～第４章 略 

 第５章 組織編成（第14条―第19条の２） 

第６章～附則 略 

 

第１条～第２条 略  

 

（休業日等） 

第３条 学校における休業日は、次のとおり

とする。 

( 1 ) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日 

( 2 ) 日曜日及び土曜日 

( 3 ) 県民の日を定める条例（昭和４６年埼

玉県条例第５８号）に規定する日 

( 4 ) 開校記念日 

( 5 ) 春季休業日 ４月１日から同月７日ま

で 

( 6 ) 夏期休業日 ７月２１日から８月２４

日まで 

( 7 ) 冬期休業日 １２月２５日から翌年１

月７日まで 

( 8 ) 学年末休業日 ３月２７日から同月３

１日まで 

 

 

( 9 ) 前各号に定めるもののほか、校長が教

－５－ 



 

 

 

育上特に必要と認め、上尾市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）の承認を

受けた日 

２ ・ ３ 略  

第４条～第１９条 略  

 

（学校運営協議会） 

第１９条の２ 地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４７条の６第１項の規

定に基づき、次に掲げる学校（以下この章

において「対象学校」という。）に学校運

営協議会を置く。 

 ( 1 ) 上尾市立上尾小学校 

( 2 ) 上尾市立東町小学校 

( 3 ) 上尾市立上尾中学校 

２ 対象学校の校長は、教育課程の編成のほ

か、次に掲げる事項について毎年度基本的

な方針を作成し、当該学校運営協議会の承

認を得なければならない。 

 ( 1 ) 学校教育目標及び学校経営計画に関

すること。 

( 2 ) 組織編成に関すること。 

( 3 ) その他教育委員会が必要と認める事項 

３ 学校運営協議会の委員の任免の手続及

び任期、学校運営協議会の議事の手続その

他学校運営協議会の運営に関し必要な事

項は、別に定める。 

（学校評議員） 

育上特に必要と認め、上尾市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）の承認

を受けた日 

２ ・ ３ 略  

第４条～第１９条 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校評議員） 

第１９条の３ 学校教育法施行規則（昭和

２２年文部省令第１１号）第４９条第１項

（同令第７９条において準用する場合を

含む。）の規定に基づき、前条第１項各号

第１９条の２ 学校には、校長の求めに応

じて、学校評議員を置くことができる。 

－６－ 



 

 

 

に掲げる学校以外の学校に、学校評議員を

置く。 

２ 学校評議員は、校長の求めに応じて、学

校の教育目標や計画、教育活動の実施、学

校と地域の連携の進め方など、校長が行う

学校運営に関し、意見を述べ、助言を行う

ものとする。 

２ 学校評議員は、校長の求めに応じて、学

校の教育目標や計画、教育活動の実施、学

校と地域の連携の進め方など、校長が行う

学校運営に関し、意見を述べ、助言を行う

ものとする。 

３ 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育

委員会が委嘱する。 

３ 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育

委員会が委嘱するものとする。 

４ 学校評議員の任期は、１年とする。 ４ 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該

年度の末日までとする。 

５ 前各項に規定するもののほか、学校評議

員の運営に関し必要な事項は、教育長が 

  定める。 

５ 前各項に規定するもののほか、学校評議

員の運営に関し必要な事項は、教育長が別

に定める。 

 

第２０条～第３５条 略  

 

 （表簿） 

第３６条 学校は、学校教育法施行規則  

            第２８条第１

項各号に掲げる表簿のほか、次の表の中欄

に掲げる表簿を備え、それぞれ同表の右欄

に定める期間、これを保存しなければなら

ない。 

第１項の表・２～４ 略 

第３７条～第３９条 略 

 

第２０条～第３５条 略  

 

 （表簿） 

第３６条 学校は、学校教育法施行規則（昭

和２２年文部省令第１１号）第２８条第１

項各号に掲げる表簿のほか、次の表の中欄

に掲げる表簿を備え、それぞれ同表の右欄

に定める期間、これを保存しなければなら

ない。 

第１項の表・２～４ 略 

第３７条～第３９条 略 

 

 

 

 

 

－７－ 



 

 

 

議案第１８号 資料 

 

上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日数、勤務時間等に関

する規程の一部を改正する訓令新旧対照表  

上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日数、勤務時間等に関

する規程（平成 29年上尾市教育委員会訓令第４号）  

改  正  案  現   行  

第１条～第２条 略 

 

（勤務日数）  

第１条～第２条 略 

 

（勤務日数）  

第３条 特定一般職非常勤職員（社会教育指導

員の職に充てられる特定一般職非常勤職員

を除く。）の勤務日数は、次の表の左欄に掲

げる職の区分に応じ、同表の右欄に定めると

おりとする。 

第３条 特定一般職非常勤職員（社会教育指導

員の職に充てられる特定一般職非常勤職員を

除く。）の勤務日数は、次の表の左欄に掲げ

る職の区分に応じ、同表の右欄に定めるとお

りとする。 

 
職  

勤務日数（１週

間当たり） 

  
職  

勤務日数（１週間

当たり） 

 

 １  文化財調査専門員 ３日又は４日   １  文化財調査専門員 ３日又は４日  

 ２  子どもの読書活動支援セ

ンター協力員 

４日    ２  子どもの読書活動支援セ

ンター協力員 

３日   

 ３  学校適応指導教室指導員 ４日    ３  学校適応指導教室指導員 ４日   

 ４  さわやか相談室相談員 ５日    ４  さわやか相談室相談員 ５日   

 ５  教育心理専門員  ４日    ５  教育心理専門員  ４日   

２・３ 略 ２・３ 略 

第４条以下 略 第４条以下 略 

 

－８－ 


